
 

 

  

吸収分割に係る事前開示事項 

（会社法第 794 条第 1項及び会社法施行規則第 192 条に基づく書面） 

 

2026 年 4月 24 日 

 

 

東京都港区芝五丁目７番１号 

日本電気株式会社 

取締役代表執行役社長 森田 隆之 

 

 

当社は、ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社（本店所在地：東京都江東区新木場一丁

目１８番７号。以下「本分割会社」といいます。）との間で 2026 年 2月 2日付で締結した吸

収分割契約（以下「本吸収分割契約」といいます。）に基づき、本吸収分割契約に定める本

分割会社の権利義務を当社が承継する吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行う

ことといたしました。本吸収分割に関し、会社法第 794条第 1項及び会社法施行規則第 192

条に定める事項は以下のとおりです。 

 

1. 吸収分割契約の内容（会社法第 794 条第 1項） 

別紙 1のとおりです。 

  

2. 吸収分割の対価についての定めがないことの相当性に関する事項（会社法施行規則第

192 条第 1号） 

本吸収分割に際しては、当社は吸収分割会社である本分割会社に対して当社の株式そ

の他の財産の交付を行いませんが、本分割会社は当社の完全子会社であることから、当

該対価の不交付は相当であると判断しております。 

 

3. 新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 192 条第 3 号） 

該当事項はありません。 

 

4. 吸収分割会社の計算書類等に関する事項（会社法施行規則第 192条第 4 号） 

(1) 吸収分割会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙 2のとおりです。 

 

(2) 吸収分割会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の

内容 

該当事項はありません。 

 



 

 

  

(3) 吸収分割会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

本分割会社は、ＮＥＳＩＣホールディングス株式会社（以下「ＮＥＳＩＣホール

ディングス」といいます。）と、本分割会社のＳＭＥ事業（中堅中小企業及び中小

自治体向け事業のうち外食向け事業を除く事業をいいます。）を吸収分割によりＮ

ＥＳＩＣホールディングスに対して承継させることに関して、2026 年 2月 2 日付

で吸収分割契約書を締結しました。この吸収分割の効力発生日は 2026 年 7 月 1 日

を予定しています。 

なお、ＮＥＳＩＣホールディングスは、当該吸収分割の効力が発生することを条

件として、その効力発生日と同日付で、当該吸収分割により本分割会社から承継

する事業を吸収分割によりＮＥＣネクサソリューションズに対して承継させるこ

とを決定しております。 

 

5. 吸収分割承継会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 192

条第 6号イ） 

(1)当社は、ＮＥＣネッツエスアイ株式会社（以下「ＮＥＣネッツエスアイ」といいま

す。）と、2025 年 3 月 4 日開催の同社の臨時株主総会決議に基づいて行われた同社

の普通株式の併合（2025 年 3 月 25 日効力発生）により生じた当該普通株式の端数

の合計数（ただし、会社法第 235 条第 1 項に基づき、1 株に満たない端数は切り捨

て）に相当する数である普通株式 1 株を、会社法第 235 条第 2 項により準用する同

法第 234 条第 2 項に基づく当該普通株式の任意売却に係る裁判所の許可決定（以下

「任意売却許可決定」といいます。）が得られることを条件として、当社がＮＥＣネ

ッツエスアイから 1,682 億 946 万 7,800 円（ただし、ＮＥＣネッツエスアイへの支

払額は、当社が保有している当該普通株式の端数の代金相当分を相殺した 1,282 億

9,085 万 6,100 円）で買い受けることに関して、2025 年 4 月 2 日付で、株式譲渡契

約書を締結しました。 

その後、ＮＥＣネッツエスアイが裁判所より任意売却許可決定を 2025 年 4 月 23 日

付で得ましたので、当社は、同日付で上記普通株式 1株を譲り受けました。 

 

(2)当社は、ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社（以下「ＮＥＣネクサソリューシ

ョンズ」といいます。）と、当社のＳＭＥ事業（中堅中小企業向け事業及び中小自治

体における職員向け業務支援、住民向けサービスを提供する事業をいいます。）を吸

収分割によりＮＥＣネクサソリューションズに対して承継させることに関して、

2025 年 4月 22 日付で、吸収分割契約書を締結しました。 

その後、この吸収分割の効力発生により、当社は、2025 年 7月 1日付で当社のＳＭ

Ｅ事業をＮＥＣネクサソリューションズに承継させました。 

 



 

 

  

(3)当社は、ＮＥＳＩＣホールディングスと、当社の所有するＮＥＣネクサソリューシ

ョンズの全株式及びＮＥＣネッツエスアイの全株式を吸収分割によりＮＥＳＩＣホ

ールディングスに対して承継させることに関して、2025 年 5 月 15 日付で、吸収分

割契約書を締結しました。 

その後、この吸収分割の効力発生により、当社は、2025 年 7月 1日付で当社の所有

するＮＥＣネクサソリューションズの全株式及びＮＥＣネッツエスアイの全株式を

ＮＥＳＩＣホールディングスに承継させました。 

 

(4)当社は、2025 年 5 月 23 日に、当社が設定している退職給付信託の一部である 1,400

億円について返還を受けました。これに伴い、2026 年 3 月期の個別業績において、

特別利益として退職給付信託返還益 527 億円を計上する見込みです。 

 

(5)当社は、2025 年 7 月 18 日に、下記のとおり無担保社債（サステナビリティ・リン

ク・ボンド）の発行を決定し、2025 年 7 月 25 日に発行しました。 

（第 66 回無担保社債） 

1.発行総額 20,000 百万円 

2.発行価格 各社債の金額 100 円につき金 100 円 

3.利率 年 1.387% 

4.払込期日 2025 年 7月 25 日 

5.償還期限 2030 年 7月 25 日 

6.償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 

7.資金の使途 借入金返済資金、社債償還資金 

8.特約 社債間限定同順位特約 

（第 67 回無担保社債） 

1.発行総額 10,000 百万円 

2.発行価格 各社債の金額 100 円につき金 100 円 

3.利率 年 2.046% 

4.払込期日 2025 年 7月 25 日 

5.償還期限 2035 年 7月 25 日 

6.償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 

7.資金の使途 借入金返済資金、社債償還資金 

8.特約 社債間限定同順位特約 

 

(6)当社は、ＮＥＳＩＣホールディングスと、当社の道府県、市町村及び特別区向け国

内消防防災事業のうち保守事業、プロダクト開発・製造事業及びサービス提供事業

を除く事業を吸収分割によりＮＥＳＩＣホールディングスに対して承継させるこ

とに関して、2025 年 8月 1 日付で、吸収分割契約書を締結しました。  

その後、この吸収分割の効力発生により、当社は、2025 年 10 月 1日付で当社の道



 

 

  

府県、市町村及び特別区向け国内消防防災事業のうち保守事業、プロダクト開発・

製造事業及びサービス提供事業を除く事業をＮＥＳＩＣホールディングスに承継

させました（なお、同日付で、ＮＥＳＩＣホールディングスは、ＮＥＣネッツエス

アイとの間で締結した吸収分割契約書に基づき、当該事業をＮＥＣネッツエスア

イに承継させました。）。  

 

(7) 当社は、米国 CSG Systems International, Inc.と、当社が NEC Corporation of 

America を通じて CSG Systems International, Inc.を買収することに関して、2025

年 10 月 29 日付で、この買収に係る合併契約を締結しました。  

 

(8)当社は、2025 年 10 月 31 日に、当社の所有する日本航空電子工業株式会社（以下「日

本航空電子工業」といいます。）の株式の大半（譲渡前の所有株式数 22,578,269 株

に対し、譲渡株式数は 22,232,269 株）を、京セラ株式会社に譲渡しました。この株

式譲渡に伴い、日本航空電子工業は当社の持分法適用関連会社から除外されます。 

 

(9)当社は、ＮＥＳＩＣホールディングスと、当社の(1)道府県、市町村及び特別区向け

国内消防防災事業のうち保守事業並びに(2)外局（本庁を除く）及び地方支分部局向

け国内消防防災事業のうちプロダクト開発・製造事業及びサービス提供事業を除く

事業を、吸収分割によりＮＥＳＩＣホールディングスに対して承継させることに関

して、2025 年 12 月 1 日付で、吸収分割契約書を締結しました。 

その後、この吸収分割の効力発生により、当社は、2026 年 4 月 1 日付で当社の(1)

道府県、市町村及び特別区向け国内消防防災事業のうち保守事業並びに(2)外局（本

庁を除く）及び地方支分部局向け国内消防防災事業のうちプロダクト開発・製造事

業及びサービス提供事業を除く事業をＮＥＳＩＣホールディングスに承継させまし

た（なお、同日付で、ＮＥＳＩＣホールディングスは、ＮＥＣネッツエスアイとの

間で締結した吸収分割契約書に基づき、当該事業をＮＥＣネッツエスアイに承継さ

せました。）。 

 

6. 吸収分割の効力発生日以後における吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに関する

事項（会社法施行規則第 192 条第 7号） 

当社の貸借対照表における資産の額は負債の額を上回っております。また、本吸収分割

後においても当社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれます。さらに、

本吸収分割後に当社の債務の履行に支障を及ぼすような事象は現在のところ予想され

ておりません。従って、当社が本分割会社から承継する債務については、本吸収分割の

効力発生日以降も履行の見込みがあると判断いたします。 

 

以 上 



 

 

  

別紙 1 吸収分割契約書 

 

次ページ以降をご参照ください。
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サ・ヽヽ，

吸収分割契約書

NECプ リューションイノベータ株式会社 (以下 「甲」という。)及び日本電気株式会社 (以
下 「乙」という。)は、甲が承継対象事業 (第 1条において定義される。)に関して有する権利義
務を乙に承継させる吸収分割 (以下 「本吸収分割」という。)に関し、以下のとおり吸収分割契
約 (以下「本契約」という。)を締結する。

第 1条 (本吸収分割 )

甲は、本契約の規定に従って、吸収分割の方法により、甲が営む大手企業及び官公庁向け事

業のうち外食向け事業を除く事業 (以下「承継姑象事業」という。)に関して有する第3条第 1項
に定める権利義務を乙に承継させ、乙はこれを承継する。

第 2条 (当事者の商号及び住所 )
甲及び乙の商号及び住所は、次に掲げるとおりである。

(甲 )吸収分割会社
商号 :NECソ リューションイノベータ株式会社
住所 :東京都江東区新木場一丁目 18番 7号

(乙)吸収分割承継会社
商号 :日 本電気株式会社

住所 :東京都港区芝五丁目7番 1号

第 3条 (本吸収分割により承継する権利義務 )
1. 乙が本吸収分割により甲から承継する資産、債務、契約その他の権利義務 (以下 「承継
対象権利義務」という。)は、別紙 「承継対象権利義務明細表」記載のとおりとする。な
お、承継対象権利義務の承継につき、裁判所、監督官庁その他の司法機関・行政機関又

は自主規制機関の許認可その他の承認等を要するものについては、本効力発生日 (第 6条

において定義される。以下同じ。)ま でに当該許認可その他の承認等が得られることを条
件として承継する。また、承継対象権利義務のうち、本口及収分割の効力による権利義務

の移転が生じないものがある場合、甲及び乙は、当該権利義務の移転のために必要な手

続を別途行い、当該手続の完了をもつて当該権利義務を移転する。

2. 承継対象権利義務のうち債務については、本効力発生 日において、乙が免責的債務引受
の方法によりこれを引き受ける。疑義を避けるために付言すると、上記以外の一切の債

務 (不法行為債務及び潜在債務その他の偶発債務又は簿外債務を含むが、これらに限ら

れない。)は、承継対象事業に関連するか否かにかかわらず、乙に一切承継されない。

第 4条 (本吸収分割に際して交付する株式及び金員等 )
乙は、本吸収分割に際して、甲に対し、金銭等の対価を交付しない。

第 5条 (増加する資本金及び準備金の額)
本吸収分割により、乙の資本金及び準備金は増加しない。

第 6条 (効力発生日)
本吸収分割がその効力を生ずる日 (以下「本効力発生日」という。)は、2026年 7月 1日 とす
る。但し、本吸収分割の手続の進行上の必要性その他の事由により必要がある場合には、甲乙

協議の上合意することにより、本効力発生日を変更することができる。

第 7条 (競業避止義務 )

甲は、本効力発生日以降においても、承継対象事業に関し、会社法第 21条に基づく競業避止

義務を負わない。

隠|⊃
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第 8条 (株主総会決議)
1. 甲は、会社法第 784条第 1項の規定に基づき、会社法第 783条第 1項に定める株主総会の
承認を得ることなく本吸収分割を行 うものとする。

2. 乙は、会社法第 796条第 2項の規定に基づき、会社法第 795条第 1項に定める株主総会の
承認を得ることなく本吸収分割を行うものとする。

第 9条 (本吸収分割の条件の変更及び本契約の解除)

本契約の締結日から本効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により本

吸収分割の実行に重大な支障となる事態が生じた場合は、甲乙協議の上合意することにより、

本田及収分割の条件を変更し、又は本契約を解除することができる。

第 10条 (準拠法及び管轄裁判所)
1, 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従つて解釈される。
2. 本契約に関し紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と
する。

第 11条 (協議事項)

本契約に定める事項のほか、本吸収分割に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協

議の上これを定める。

(以下余白)
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本契約の締結を証するため、本契約書 2通を作成し、各当事者がそれぞれ署名又は記名押印の上、
各 1通を保有する。

2026年 2月 2日

甲 : 東京都江東区新木場―丁目 18番 7号
NECプ リューションイノベータ
代表取締役 執行役員社長  岩井孝

乙 東京都港区芝五丁目7番 1号
日本電気株式会社

取締役代表執行役社長兼 CEO 森由隆

/

【吸収分割契約書 押印頁】



別紙  承継対象権利義務明細表

日本電気株式会社 (乙 )は、NECツ リューションイノベータ株式会社 (甲 )か ら、本効力
発生口において、承継対象事業に関する、本効力発生日の前日の終了時 (以下 「基準時Jと い

う。)における以下の権利義務 (資産、負債及び契約上の地位を含む。)を承継する。但し、甲
及び乙は、本契約の締結日以降基準時までの間に、以下の権利義務のうち承継対象事業のみに

関連するものとして乙に承継すべき権利義務が存在することが判明した場合には、当該事項の

取扱いについて誠実に協議する。

なお、これらの承継対象資産及び負債については、甲の 2025年 3月 31日 付貸借対照表その他

同日現在の計算を基礎とし、基準時までの増減を加味して確定する。

1.資産
基準時時点で甲が所有する以下の資産。但し、下記(4)記載の資産は承継される資産に含まれ

ない。

(1)承継対象事業に関連する顧客 (日 本電気株式会社及び日本電気株式会社の子会社 (財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 8条第 3項に定める意味を有する。)を
除く。以下同じ。)データのうち甲の営業部門が保有するデータ (見込み顧客の情報及び
顧客の個人データを含む。)

(2)以下の合計額と同額の現預金

(a)下記 2(1)に定める前受金の額
(b)下記 4(1)に定める契約に基づき甲が基準時時点までに取得する製品等の販売等
の対価の支払請求権 (但 し、当該対価に係る製品等の販売等の一部が、基準時

時点までに甲により履行されている場合に限る。)の うち、本効力発生日以降の
期間において販売等される製品等の対価に相当する額

(3)下記 3に定める雇用契約に関して甲が所有する資産 (下記 3但書の規定により承継対象
となった場合に限る。)

(4)除外される資産 以下の資産については、承継対象事業に関連するか否かにかかわらず、
乙に一切承継されない。

(a)承継対象事業に関連する一切の知的財産権等 (特許権、実用新案権、意匠権、
商標権、著作権 (未登録のものを含む。)、 営業秘密及びその他の知的財産権

(その出願権及び登録申請に係る権利を含む。)並びにノウハウ、 ドメインネー
ム、コンピュータプログラム、これらに類似する権利、その他事業上の秘密情

報を総称していう。)

(b)承継対象事業に関連する仕掛品
(c)上記(1)乃至(3)以外の一切の資産

2.債務
基準時時点で甲が負担する以下の債務。但し、下記(4)記載の債務は承継される債務に含まれ

ない。

(1)承継対象事業に主として関連する前受金

(2)下記 3に定める雇用契約に関して甲が負担する債務 (下記 3但書の規定により承継対象
となった場合に限る。)

(3)下記 4に定める契約に関して甲が負担する債務

(4)除外される債務 以下の債務については、承継対象事業に関連するか否かにかかわらず、
乙に下切承継されない。

(の 上記(1)以外の不法行為債務及び潜在債務その他の偶発債務又は簿外債務
(b)上記(1)乃至(3)以外の一切の債務

3.雇用契約
本吸収分割においては、甲の従業員との間の一切の雇用契約及びこれに付随する権利義務、

並びにかかる従業員の退職給付に係る資産及び債務は、一切承継されない。但し、会社分割
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イ1伴 う労働契約の承継等に関する法律 (平成 12年 5月 31日 法律第 103号。その後の改正も
含む。)第 4条第 1項に基づき甲に異議を申し出ることができる従業員が異議申出を行つた場
合、当該従業員との間の一切の雇用契約及びこれに付随する権利義務、並びにかかる従業員
の退職給付に係る資産及び債務は本吸収分割により承継される。

契約 (雇用契約を除く。)
甲が基準時時点において締結している以下の契約における契約上の地位及び当該契約に基づ
く一切の権利義務。但し、上記 1及び 2で承継対象から除外される旨が規定されている資産
及び債務、並びに下記(1)に定める契約に基づき甲が基準時時点までに取得する製品等の販売
等の対価の支払請求権 (但し、当該対価に係る製品等の販売等の全部又は一部が、基準時時
点までに甲により履行されている場合に限ると)を除く。
(1)顧客との間の承継対象事業に関連する甲の製品等の販売等に係る契約 (当該契約に係る
変更契約及び覚書を含む。)。 但し、下記(a)乃至(h)の類型に該当する契約を除く。
(a)2026年 6月 末日以前に、当該契約に基づく甲による製品等の販売等の履行 (甲によ
る製品等の販売等の後に顧客による検収が必要とされている契約については、当該
検収の完了も含む。)が完了している契約 (但し、契約期間の自動更新条項が規定
されている契約については、基準時時点までに当該自動更新条項に基づく次回の更
新を行わない旨が合意されているものに限る。)
(b)当該契約において、2026年 9月 末日以前の日が、甲による製品等の販売等の履行の
期限と定められている契約 (なお、当該契約において、甲による製品等の販売等の
後に顧客による検収が必要とされている場合における当該検収の期限は問わない。)
(但 し、契約期間の自動更新条項が規定されている契約については、基準時時点ま
でに当該自動更新条項に基づく次回の更新を行わない旨が合意されているものに限
る。)

(c)甲 のオンライン販売システム「NECツ ヅューションイノベータ オンラインマー
ケット」上で締結された契約

(d)甲 から販売等を受ける製品等について甲の顧客による再販売等が当該製品等の仕入
元により禁止されている場合における当該製品等の販売等に係る契約 (但し、基準
時時点において、るが当該製品等の仕入に係る契約を当該仕入元と締結している場
合における当該製品等の販売等に係る契約は除く。)
(e)当該契約の準拠法として日本法が適用されない契約
(つ プロジェクト又は事業が特定されていない包括的な取引基本契約書 (当該契約に係
る変更契約及び覚書を含む。)(疑義を避けるために付言すると、当該取引基本契約
書に基づいて顧客との間で締結された製品等の販売等に係る個別契約は承継され
る。)

(g)プロジエクト又は事業が特定されている基本契約のうち、基準時時点において存在
する当該基本契約書に基づいて締結された個別契約の全てが上記(a)に該当する場
合における当該基本契約

(h)プロジエクト又は事業が特定されている基本契約のうち、基準時時点において存在
する当該基本契約書に基づいて締結された個別契約に、上記(a)に該当せず、かつ、
上記(b)に該当する契約が含まれる場合における当該基本契約
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